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審査公報掲載文原稿用紙

略
歴

神
奈
川
県
屡
涙
市
生
ま
れ
。
栄
光
学
園
高
校
、
東
京

大
学
法
学
部
．
コ
ー
ネ
ル
大
学
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
（
Ｌ

Ｌ
印
Ｍ
令
）
を
卒
業
。

詔
和
六
０
年
四
月
判
聯
袖
に
任
官
し
、
東
京
箆
載
、
甲
府
家
地
裁
、
最

高
裁
総
務
局
、
通
商
産
業
省
通
商
政
策
局
国
際
経
済

課
へ
横
浜
地
裁
で
勤
務
。

平
成
七
年
四
月
判
乎
に
任
官
し
、
根
浜
地
歓
、
最
高
裁
測
垂
官
、
内

閣
法
制
局
参
事
官
、
東
京
商
裁
判
事
を
経
て
、
東
京

地
裁
判
事
（
部
絶
括
）
、
最
高
裁
土
席
調
去
官
を
務

め
る
。

二
八
年
二
月
鮮
岡
地
裁
所
長

二
九
年
一
月
東
京
窩
裁
判
事
（
部
総
括
）

三
○
年
一
月
最
痛
救
廿
席
潤
交
官

令
和
三
年
七
月
大
阪
商
裁
長
官

・
四
年
七
月
篭
高
裁
判
事

最
高
載
判
所
に
お
い
て
閃
与
し
た
主
要
な
裁
判

一
令
和
五
年
一
月
二
五
日
大
法
廷
判
決

令
和
三
年
施
行
の
衆
践
院
醒
貝
錘
避
挙
当
時
、
小
選
挙
区
遮
出
硬
員
の

選
挙
区
割
い
は
、
憲
法
一
四
条
に
違
反
し
な
い
（
多
数
意
見
）
。

二
令
和
五
年
三
月
二
四
日
第
二
小
法
廷
判
決

自
室
轟
出
藍
し
、
死
亡
し
た
え
い
児
の
死
体
を
タ
オ
ル
に
包
ん
で
段

兼
１
ル
箱
に
入
れ
踊
棚
の
上
に
置
く
な
ど
し
た
行
為
は
．
刑
法
一
九
○
条

の
「
遺
棄
」
に
当
た
ら
な
い
（
全
員
一
致
）
。

三
令
和
五
年
－
０
月
一
八
日
大
法
廷
判
決

令
和
四
年
旋
行
の
参
畿
院
凝
員
通
常
選
挙
当
時
、
選
裳
区
選
出
醸
員
の

媛
員
定
数
配
分
規
定
に
つ
き
、
著
し
い
不
平
詳
旗
鰹
に
あ
っ
た
と
は
い
え

な
い
と
し
た
多
数
窓
兇
に
対
し
、
違
憲
我
照
で
あ
る
と
の
章
見
を
付
し
た
。

四
令
和
五
年
一
○
月
二
五
日
大
法
廷
決
定

性
同
一
性
麓
害
看
の
性
別
の
取
扱
い
の
特
例
腱
賀
す
る
法
律
三
条
一
頭

四
号
の
規
定
は
壷
法
一
三
条
に
違
反
す
る
（
多
数
童
見
葛

五
令
和
五
年
二
月
一
七
日
第
二
小
法
廷
判
決
・

劇
暁
画
の
出
演
俳
優
の
一
人
が
薬
物
犯
罪
に
よ
り
羽
卵
判
決
を
受
け
た

こ
と
を
理
由
に
同
暁
画
に
対
す
る
助
成
金
を
交
付
し
な
い
と
し
た
鎮
立
行

政
法
人
理
事
長
の
処
分
は
、
違
法
で
あ
る
。
（
全
員
一
致
・
裁
判
曇
）
。

六
令
和
五
年
二
一
月
一
五
日
第
二
小
法
廷
判
決

国
民
年
金
法
等
に
よ
ぢ
老
齢
年
金
を
減
瓢
す
る
法
律
は
、
憲
法
二
五
条
、

二
九
条
に
遠
反
し
な
い
（
全
員
一
致
・
補
足
激
見
付
加
・
裁
判
受
）
。

七
令
和
六
年
六
月
二
一
日
第
二
小
法
廷
判
決
・

嫡
出
で
な
い
子
は
、
生
物
学
的
な
女
性
に
自
己
の
務
子
で
当
該
子
を
懐

胎
さ
せ
た
者
に
対
し
，
そ
の
者
の
法
的
性
別
に
か
か
わ
ら
ず
、
浬
知
を
求

め
る
こ
と
が
で
き
る
（
全
員
一
致
◆
補
足
窓
兇
付
加
・
歎
判
長
）
。

八
令
和
六
年
七
月
三
日
大
法
廷
判
決

１
旧
優
生
係
護
法
中
の
優
生
規
定
は
涯
法
一
三
条
及
び
一
四
条
に
途
反

し
、
そ
の
立
法
行
為
は
国
家
賠
償
法
一
条
一
頂
の
適
陪
上
違
法
で
あ
る
（
全

貝
一
致
）
。
．

２
不
法
行
為
に
よ
る
掘
筈
笛
償
厨
求
桟
の
除
斥
期
間
経
過
の
主
喪
は
、
薯

し
く
正
錠
・
公
平
の
理
念
に
反
し
、
到
底
容
鯉
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
暢

合
に
は
、
侭
義
則
に
反
し
又
唯
権
利
の
滋
用
と
し
て
除
さ
れ
な
い
（
全
且

一
致
〉
。

蔵
判
官
と
し
て
の
心
構
え

事
件
当
事
諸
岡
に
深
刻
な
紛
争
が
あ
り
、
正
し
い
解
決
に
つ
い
て
社
会
的

に
も
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
な
く
、
儲
値
観
が
対
立
す
る
こ
と
も
あ
る
中
で
当
良

い
裁
判
』
と
し
て
司
法
に
期
待
き
れ
る
も
の
は
、
「
中
立
」
で
『
践
立
」
し

た
裁
判
所
が
紛
争
を
「
透
嚇
」
な
手
技
で
『
適
時
」
碓
解
提
す
る
こ
と
と
思
っ

て
い
ま
す
。

P一画
＝~

6 口
一

畷〆－
最
高
裁
判
所
判
亭

お
じ
室
あ
き
ら

尾
島
明

昭
和
三
三
年
九
月
一
Ｂ
生

ｌ
Ｔ

－

備 考

1掲載文は、原稿用紙の黒枠内に記載し、又は記録しなければならない｡原稿用紙の黒枠上又は
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2掲載文に記載し、又は記録する裁判官の氏名は、当該裁判官の本名（当該裁判官に係る戸籍に

記載又は記録がされている氏名をいう｡)又は旧氏(当該裁判官が過去に称していた氏であって、
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審査公報掲載文原稿用紙

1

鴎
。
雇

鍵
知
県
豊
桧
市
生
ま
れ
。
豊
橋
市
立
東
田
小
学
校
、

磯
鶴
市
立
青
度
中
学
校
、
愛
知
県
立
時
習
麓
商
等
学

校
を
経
て
、
東
京
大
学
法
学
部
を
卒
案
。

昭
和
五
九
年
四
月
司
法
修
習
生

六
一
年
四
月
弁
護
士
登
録
（
第
一
東
京
弁
護
士
会
）

平
成
五
年
六
月
ハ
ー
バ
ー
ド
、
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
修
了
（
Ｌ
Ｌ
．
Ｍ
，
）

六
年
三
月
一
豆
Ｉ
ヨ
ー
ク
州
弁
震
士
資
格
取
得

七
年
四
月
Ｔ
Ｍ
Ｉ
総
合
法
律
事
務
所
パ
ー
ト
ナ
ー

一
四
年
七
月
経
済
素
案
者
壷
震
構
壷
審
醗
会
躍
時
英
貝
・
同
知
的

財
産
政
策
稲
会
（
現
掴
的
財
産
分
科
会
〉
巽
周

一
七
年
四
月
度
曝
錠
塾
大
学
法
科
大
学
院
酵
師

一
九
年
二
月
文
部
科
学
省
文
化
審
譲
会
著
作
権
分
科
会
要
貝

同
年
五
月
周
木
簡
梶
協
会
理
事
（
令
和
五
年
五
月
閏
会
長
）

二
五
年
三
月
内
閣
肝
知
的
財
産
融
略
本
綴
布
厳
老
本
部
風

二
七
年
六
月
エ
ス
テ
ー
株
式
会
社
社
外
取
絶
役

二
八
年
六
月
パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク
株
式
会
社
社
外
監
交
役

二
九
年
四
月
財
務
省
閥
税
等
不
服
審
去
会
関
秘
◇
知
的
財
産
分
科

会
委
貝
．

三
○
年
三
月
公
益
社
団
法
人
日
本
仲
裁
人
樫
会
理
事

三
一
年
四
月
平
成
三
一
年
度
「
知
財
功
労
貢
」
（
窪
済
産
粟
大
臣

表
彰
）

令
和
元
年
六
月
三
菱
自
動
車
工
業
株
式
会
社
社
外
取
袴
役

同
月
日
弁
連
知
的
財
産
セ
ン
タ
ー
委
貝
長

二
年
七
月
一
般
社
団
法
人
日
本
国
腰
紛
争
解
決
セ
ン
タ
ー
理
事

三
年
一
○
月
東
京
地
方
裁
判
所
民
事
寓
停
要
具

五
年
二
月
最
商
裁
判
所
判
事

最
高
五
判
所
に
お
い
て
関
与
し
た
主
要
な
叙
判

一
令
和
六
年
七
月
三
日
大
法
廷
判
決
・

優
生
保
護
法
中
の
い
わ
ゆ
る
優
生
規
定
は
、
寒
善
菫
棊
及
び
一
四
条

一
頂
に
違
反
す
る
。
優
生
規
定
に
係
る
国
会
観
員
の
立
法
行
為
嶢
国
家

跨
償
法
一
条
一
現
の
適
用
上
違
法
の
評
価
を
受
け
る
。
不
法
行
灘
に
よ
っ

て
発
生
し
た
損
害
賠
償
請
求
椹
が
民
法
（
平
成
二
九
年
法
律
第
四
四
号
に

よ
る
改
正
蔵
の
も
の
）
七
二
四
条
後
段
の
除
斥
期
間
の
経
過
に
よ
り
消
滅

し
た
も
の
と
す
る
こ
と
が
著
し
く
正
餐
・
公
平
の
理
念
に
反
し
、
到
底
容

鹿
す
る
こ
と
が
で
き
左
い
場
合
に
は
．
裁
判
所
は
、
捺
斥
期
閲
の
主
譲
が

信
菱
則
に
反
し
又
は
権
利
の
濫
用
と
し
て
許
さ
れ
な
い
と
判
藍
す
る
こ
と

が
で
き
、
同
条
後
段
の
除
斥
期
岡
の
主
喪
を
す
る
こ
と
が
侭
装
則
に
反
し

権
利
の
濫
用
と
し
て
許
さ
れ
な
い
と
し
た
．
（
全
員
一
致
〉
。

二
令
和
六
年
七
月
二
日
第
一
小
法
廷
判
湊

宗
敦
法
人
と
そ
の
信
考
と
の
間
で
締
結
さ
れ
た
念
書
に
上
り
、
当
酸
信

者
が
ぞ
れ
ま
で
に
し
た
敵
金
に
つ
き
、
宗
牧
法
人
に
対
し
、
欺
閏
．
強
適

又
は
公
序
良
俗
違
反
を
理
由
と
す
る
運
週
碕
求
や
損
害
賠
償
講
求
神
の
酢

え
を
戴
判
所
に
提
起
し
鞍
い
こ
と
が
菅
童
ぎ
れ
た
朝
本
件
に
お
い
て
は

こ
の
よ
う
な
不
起
酵
の
合
遼
が
公
序
良
俗
に
反
し
養
効
で
あ
る
と
判
断

し
、
ざ
ら
に
、
宗
教
法
人
の
侭
者
ら
に
よ
る
献
金
の
勧
鴎
行
為
が
不
法
行

為
法
上
遵
法
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
と
し
た
厘
審
の
判
断
に
は
審
理
を
尽

く
さ
な
か
っ
た
違
法
が
あ
る
と
判
断
し
て
原
判
決
を
蓑
棄
し
、
宗
敏
法
人

ら
の
不
法
行
為
責
任
の
右
無
等
に
つ
い
て
更
に
審
藝
を
尽
く
ぎ
背
や
た
め

糎
本
侍
を
蹴
審
に
差
し
戻
し
た
（
全
員
一
致
）
。
｜

識
判
官
と
し
て
の
心
構
え
。
．
．

昨
年
二
月
の
就
任
以
来
、
簸
高
裁
判
所
判
事
の
種
蚕
の
重
き
を
日
々
実

悪
し
な
が
ら
、
騒
務
に
逼
進
し
て
お
り
ま
す
。
、
こ
れ
か
ら
も
、
丑
高
栽
判
所

の
判
決
が
当
泰
考
だ
け
で
な
く
社
会
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
る

こ
と
を
胸
に
刻
み
、
事
件
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
滅
実
に
向
き
合
い
、
公
正
で

妥
当
な
判
断
を
行
え
る
よ
う
全
力
で
取
収
組
む
所
存
で
す
。
ま
た
、
女
性
弁

謹
士
と
し
て
橡
々
な
分
野
で
働
い
て
匙
た
経
験
を
活
か
し
、
量
高
紋
判
所
の

多
裸
住
に
貢
献
で
き
る
よ
う
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

最
高
裁
判
所
判
事

み
や
が
わ
み
つ
こ

宮
川
美
津
子

昭
和
三
五
年
二
月
一
三
日
生

十丁

Ｉ
ト
ー

備 考

1掲載文は、原稿用紙の黒枠内に記載し、又は記録しなければならない。原稿用紙の黒枠上又は
黒枠外に記載し、又は記録した掲載文は、掲載しないものとする。

2掲載文に記載し、又は記録する裁判官の氏名は、当該裁判官の本名（当該裁判官に係る戸籍に
記載又は記録がされている氏名をいう｡)又は旧氏(当該裁判官が過去に称していた氏であって、
当該裁判官に係る戸籍又は除かれた戸籍に記載又は記録がされているものをいう｡）及び名に
よらなければならない。

3掲載文に記載し、又は記録する裁判官の年齢は、審査の期日現在の満年齢によらなければなら
ない。

4掲載文は､原寸大で印刷し､原稿用紙の黒枠の線はそのまま掲載するものとする。
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審査公報掲載文原稿用紙
ー

路
歴

兵
庫
県
神
戸
市
生
ま
れ
。
県
立
神
戸
高
等
学
校
、
京

都
大
学
法
学
蔀
を
卒
業
。

電
和
五
六
年
四
月
・
司
法
修
習
生

五
八
年
四
月
判
事
補
任
官
以
後
、
東
京
地
裁
、
最
高
裁
刑
事
局
、

外
務
省
ア
ジ
ア
局
南
東
ア
ジ
ア
第
二
課
、
在
フ
ィ
リ

ピ
ン
日
本
国
大
使
露
、
京
都
地
裁
、
最
満
載
（
鯛
交
官
）

に
勤
務
。

平
皮
七
年
五
胃
判
事
任
官
以
後
、
最
商
裁
溺
麦
官
も
東
京
地
裁
判

署
最
高
裁
刑
事
局
課
長
〈
東
京
高
裁
判
事
、
司
法

研
俸
所
教
官
、
量
高
裁
秘
寄
謀
長
乗
広
報
課
受
、
東

烹
地
裁
判
事
（
部
総
括
）
を
務
め
る
。

二
五
年
一
月
鮫
涜
紋
刑
事
局
長
蒙
図
書
館
長

二
七
年
三
月
水
戸
地
裁
所
憂

二
八
年
四
月
鍛
商
戒
事
務
維
曇

令
和
元
年
九
月
東
京
高
叙
長
官

四
年
六
月
最
高
叙
判
所
判
卒

六
年
八
月
溌
高
裁
判
所
長
官

量
高
載
判
所
に
お
い
て
関
与
〃
た
主
要
な
塑
判

一
令
和
五
年
一
月
二
五
日
大
法
廷
判
決

令
和
三
年
一
○
月
三
一
日
施
行
の
衆
護
院
議
員
篝
選
挙
当
痔
、
公
職
選

挙
法
（
令
和
四
年
法
律
第
八
九
号
腱
よ
る
註
正
論
の
も
ｇ
、
一
三
霊
一
薮
、

別
表
第
一
の
定
め
る
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
畿
貝
の
選
挙
区
割
り
は
、
窓

法
の
投
票
価
値
の
平
等
の
健
求
に
反
す
る
検
撃
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は

で
き
ず
、
同
規
定
が
憲
法
一
四
条
一
項
等
に
迫
反
す
る
も
の
と
い
う
こ
と

は
で
き
な
い
と
し
た
（
多
数
童
見
）
。

二
令
和
五
年
七
伺
二
日
第
三
小
法
廷
判
決

生
物
学
的
な
性
別
が
男
性
で
あ
り
住
同
一
性
陸
害
で
あ
る
旨
の
医
師
の

・
診
断
を
受
け
て
い
る
回
楽
公
務
質
が
し
た
騒
場
の
女
性
ト
イ
レ
の
使
用
に

係
る
国
家
公
務
員
法
八
六
条
の
規
定
に
よ
る
行
政
据
伍
の
要
求
は
偲
め
ら

れ
な
Ⅶ
旨
の
人
亭
院
の
判
定
が
、
裁
迂
権
の
麓
囲
を
逸
硯
し
又
は
こ
れ
を

濫
用
し
た
も
の
と
し
て
違
法
と
な
る
と
し
た
（
全
員
一
致
、
補
足
江
見
付

加
、
裁
判
長
）
。
・

三
一
令
和
五
年
一
○
月
一
・
八
日
大
法
廷
判
決
一

令
和
四
年
七
月
一
○
日
篤
行
の
参
詮
院
鴎
員
通
常
還
挙
当
時
、
平
成
三

０
年
法
律
第
七
五
号
に
よ
る
改
正
後
の
公
唾
選
拳
法
一
四
条
、
別
表
第
三

の
参
鶏
院
（
逗
挙
区
選
出
）
醸
員
の
麟
員
定
数
匪
分
認
定
の
下
で
の
選
挙

区
間
に
お
け
る
投
票
価
僅
の
不
均
奮
は
、
違
塞
の
問
題
が
生
ず
る
程
度
の

著
し
い
不
平
等
状
態
に
あ
っ
た
も
の
と
は
い
え
ず
、
同
規
定
が
遥
法
に
違

反
す
る
に
至
っ
て
い
た
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
た
（
多
数
意

見
）
。

四
令
和
五
年
一
○
月
二
五
日
犬
法
廷
決
定

性
同
一
性
障
害
者
の
性
別
の
取
扱
い
の
穗
例
に
間
す
る
法
律
三
条
一

馴
四
渉
は
憲
法
一
三
条
に
違
反
し
無
効
で
あ
る
と
し
た
（
蟹
鋏
窒
見
）
。

五
令
和
六
年
七
月
三
日
大
法
廷
判
決

優
生
保
護
法
中
の
い
わ
ゆ
る
優
生
規
定
が
壷
法
一
三
条
及
び
一
四
条
一

項
に
違
反
し
、
同
規
定
に
係
る
国
会
察
貝
の
立
法
行
為
が
国
家
賠
償
法
簿
一

条
一
項
の
適
用
上
違
法
の
評
餌
を
受
け
、
こ
れ
に
よ
り
発
生
し
た
讃
害
賠

償
節
求
椎
が
民
法
（
平
成
二
九
年
法
律
第
四
四
号
に
鎧
ろ
改
正
前
の
も
の
）

七
二
四
条
後
段
の
除
斥
期
間
の
経
過
に
よ
り
消
渡
し
た
も
の
と
す
る
こ
と

が
信
義
則
挺
反
し
昨
さ
純
な
い
と
し
た
（
全
員
一
致
）
。

六
令
和
六
年
七
月
一
六
日
億
三
小
法
廷
判
決

不
正
に
入
手
し
た
砿
号
資
産
Ｎ
Ｅ
Ｍ
の
秘
密
鍵
で
署
名
し
た
上
で
Ｎ
Ｅ
Ｍ

の
移
転
行
為
に
係
る
ト
ラ
ン
ザ
ク
シ
ョ
ソ
情
報
を
Ｎ
Ｅ
Ｍ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
に
送
信
し
た
行
為
が
刑
法
二
四
六
条
の
二
に
い
う
「
虚
偽
の
憤
報
」
を

与
え
た
も
の
に
当
た
る
と
し
た
（
全
員
一
致
、
捕
足
童
見
付
加
）
。

裁
判
官
と
し
て
の
心
楊
え

・
当
事
零
双
方
の
宮
い
分
に
鰹
虚
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
。

・
裁
判
の
枠
組
み
を
超
え
て
独
善
に
陥
ら
な
い
よ
乱
に
才
る
こ
と
。

・
裁
判
に
参
加
す
る
人
が
気
兼
ね
な
く
発
冨
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

詞『

最
高
裁
判
所
長
官

い
ま
き
き
．
ゆ
轟
雪
ひ
こ

今
崎
幸
彦

昭
和
三
二
年
三
月
一
○
日
生 十丁

I
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尾
歴

兵
庫
県
神
戸
市
生
ま
れ
。
そ
の
後
、
商
知
県
高
知
市
、

東
京
都
、
北
海
適
札
幌
市
で
過
ご
す
。
東
京
都
中
野

区
立
江
原
小
学
校
．
札
幌
市
立
暁
西
小
学
校
、
札
幌

市
立
啓
開
中
学
校
、
北
海
道
札
嘆
撫
寓
等
学
校
、
東

・
京
学
芸
大
学
階
風
高
等
学
校
を
経
て
、
東
京
大
学
法

学
部
を
卒
柔
。

昭
和
六
○
年
四
月
司
法
惨
習
生

六
二
年
四
月
判
事
補
任
官
．
以
後
会
東
京
地
歓
、
外
務
猫
北
米
局

北
米
第
二
疎
、
在
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
日
本
回
大
使
鉱
、

東
京
地
裁
、
佐
賀
地
家
裁
に
勤
務
。

平
成
二
年
五
月
判
事
任
官
以
後
へ
佐
賀
地
家
裁
判
事
、
最
忘
穀
到

来
官
、
東
京
地
裁
判
事
、
最
高
飲
刑
事
局
参
事
官
、

東
京
地
戴
判
事
、
逓
高
歎
摘
報
政
策
牒
長
、
東
京
地

裁
判
事
（
部
総
括
）
を
務
め
る
。

二
七
年
三
月
最
商
裁
刑
事
局
長
兼
図
書
館
長

三
Ｏ
鐸
一
月
前
橋
地
奴
所
長

三
一
年
四
月
東
京
高
戒
判
率
（
錦
維
括
）

令
和
三
年
一
○
月
東
京
地
蚊
所
憂
↑

五
年
四
月
大
阪
商
戴
長
君

六
年
八
月
通
商
裁
判
所
判
事

最
高
薮
判
所
に
お
い
て
関
与
し
た
主
要
な
叙
判

最
高
裁
判
事
就
任
後
日
が
浅
い
た
め
、
特
に
記
す
べ
き
も
の
は
あ
ｈ
ま
せ
た

裁
判
官
と
し
て
の
心
構
え
・

高
裁
や
地
裁
の
裁
判
官
を
務
め
る
中
で
大
切
で
あ
る
と
思
っ
て
き
た
こ
と

が
二
つ
あ
り
窪
す
、
一
つ
は
、
蚤
虚
に
丙
当
事
考
の
甘
乱
こ
と
に
耳
を
観
け

狂
挺
を
検
討
す
る
と
い
う
婆
勢
で
す
。
最
高
砿
は
最
終
審
で
す
の
で
、
そ
の

駿
責
の
重
さ
を
十
分
に
自
覚
し
た
上
鷲
中
立
公
正
な
立
塘
か
ら
、
一
つ
一

つ
の
事
件
に
践
実
に
向
き
合
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
二
つ
目
で

す
が
、
現
代
社
会
で
は
価
値
観
が
多
様
化
し
、
判
斯
の
窪
し
い
蕊
件
が
増
釦

し
て
い
ま
す
の
で
。
猟
々
な
視
点
や
考
え
方
を
も
っ
て
事
件
に
取
り
組
み
、

バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
判
断
贈
十
も
必
聰
が
あ
り
唯
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
自

分
自
身
で
い
ろ
い
ろ
勉
強
し
た
り
、
各
位
の
研
究
会
の
成
果
を
吸
収
し
た
り

す
る
な
ど
の
自
己
研
鐙
が
不
可
欠
で
あ
る
と
思
っ
て
い
芸
す
。
こ
れ
ま
で
、
主
と
し
て
、
刑
事
裁
判
を
担
当
し
て
き
室
し
た
ｂ
東
京
地
裁
で
、

裁
判
長
と
し
て
、
裁
判
貝
職
判
も
担
当
し
ま
し
た
。
担
当
し
た
裁
判
員
戴
判

は
、
ど
の
裁
判
員
の
方
も
非
常
に
雛
心
に
取
軌
組
ん
で
お
ら
れ
、
艦
激
し
き

し
た
や
い
ず
れ
の
事
件
も
み
な
大
切
な
思
い
出
と
な
っ
て
い
ま
す
。
裁
判
員

薮
判
で
は
、
裁
判
員
と
裁
判
官
が
、
・
睡
鍵
に
雑
づ
き
一
緒
に
議
醗
し
て
、
益

告
人
が
宥
罪
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
事
実
浬
定
や
量
刑
判
断
を
行
う
わ
け

で
す
が
、
銑
判
員
の
方
々
の
童
見
に
は
、
裁
判
官
に
は
な
い
物
事
の
見
方
や

視
点
を
含
ん
で
い
る
も
の
が
多
か
っ
た
の
で
す
。
政
判
員
裁
判
の
目
的
は
、

裁
判
官
と
い
う
法
律
の
プ
ロ
の
専
門
知
繊
や
経
験
と
、
裁
判
員
と
い
う
法
律

家
で
な
い
方
々
の
物
事
の
見
方
や
経
験
と
を
融
合
き
せ
て
、
よ
り
良
い
刑
事

餓
判
の
実
現
を
目
詣
す
と
い
う
こ
と
に
あ
る
わ
け
で
す
が
、
正
に
そ
の
と
お

り
で
あ
る
と
実
建
で
き
窪
し
た
。

・
座
右
の
銘
は
「
綾
練
は
力
な
り
』
で
す
。
努
力
を
縫
纏
し
た
か
ら
と
い
っ
て
シ

必
ず
し
も
目
標
を
逮
瑛
で
き
る
と
は
限
ら
な
い
と
こ
ろ
が
、
人
生
の
雄
し
ぱ

と
こ
ろ
で
す
が
、
努
力
壷
怠
れ
ば
何
事
も
成
し
逆
げ
ら
証
な
い
と
思
い
ま
す

の
で
、
こ
の
言
葉
を
胸
に
精
進
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
ナ
。

零
飛
高
裁
判
所
判
事

、
・
ひ
ら
き
ま
き
ひ
ろ

平
木
正
洋

昭
和
三
六
年
四
月
三
日
生

』

_卜 ＋

』
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陀
歴

山
口
県
生
ま
れ
。
ラ
・
サ
ー
ル
中
学
校
、
同
高
校
を

経
て
、
東
京
大
学
法
学
部
を
卒
業
○
・

昭
和
五
六
年
四
月
外
務
省
入
證

平
成
八
年
六
月
在
フ
ラ
ン
ス
日
本
国
大
使
館
一
等
書
毘
官
、
彼
に
同

参
事
官

。
■

一
○
年
九
月
総
合
外
交
政
策
局
科
学
原
子
力
課
国
際
科
学
淫
力

室
長

二
年
八
月
中
近
東
ア
フ
リ
カ
局
ア
フ
リ
カ
第
一
課
長

一
五
集
八
月
経
涜
搗
力
周
宥
憤
資
金
協
力
課
長

一
六
年
八
月
在
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
日
本
国
大
使
館
参
事
官
、
磯
に

同
公
使

一
九
年
九
月
国
際
鶴
力
局
政
策
課
長
内
閣
総
理
大
臣
秘
書
官

二
○
年
九
Ｈ
大
臣
官
房
縫
務
霊
長

二
一
年
七
月
大
臣
官
房
参
事
官

二
三
年
九
月
大
臣
官
房
審
譲
官
．

二
四
年
・
一
月
紳
命
全
椹
大
使
束
卿
ア
ジ
ア
溌
図
連
合
日
本
政
府

代
表
部
在
動

二
六
年
一
月
国
際
泌
力
局
畏

二
七
年
一
○
月
ア
ジ
ア
大
洋
州
局
長

二
八
年
六
月
総
合
外
交
政
蒙
局
長

二
九
年
九
月
特
命
全
権
大
使
カ
ナ
ダ
国
駐
罰
蒙
国
際
民
間
舷
空
撰

間
日
本
政
府
代
表
部
在
勤
。
．

令
和
元
年
一
○
月
特
命
全
権
大
使
国
徳
連
合
日
本
政
府
代
表
部
在
勤

六
年
四
月
愛
高
歎
判
所
判
事

最
高
裁
判
所
に
お
い
て
関
与
し
た
主
要
な
載
判

、
令
和
六
年
七
月
三
日
大
法
廷
判
決

優
生
長
護
法
中
の
い
わ
ゆ
る
優
生
規
定
（
同
法
三
条
一
頭
一
号
か
ら
三
号

感
で
、
一
○
条
及
び
一
三
条
二
現
）
は
、
雲
法
壹
菓
及
び
一
四
条
一
項
に

途
反
し
、
同
規
定
に
係
る
国
会
製
員
の
立
法
行
為
は
、
国
家
随
憤
法
一
条
一

●
調
の
適
用
上
違
法
の
肝
価
を
受
け
る
と
し
な
？
え
で
本
伶
冬
事
件
に
お
い

て
、
不
法
行
為
に
よ
っ
て
発
生
し
た
掘
害
賠
偵
鯖
求
相
が
民
法
（
平
成
二
九

年
法
律
第
四
四
号
に
よ
る
改
正
繭
の
も
の
）
七
二
四
条
後
段
の
除
斥
期
間
の

経
逢
に
よ
り
精
渋
し
た
も
の
と
主
製
す
る
こ
と
は
、
著
し
く
正
義
・
公
平
の

理
念
に
反
し
、
．
到
底
容
潔
す
る
こ
と
が
で
き
ず
袋
同
主
張
は
信
装
則
に
反
し

権
利
の
濫
用
と
Ｌ
て
許
さ
れ
拳
い
ど
し
た
（
全
員
一
致
）
。

裁
判
官
と
し
て
の
心
桐
え

鉄
判
の
最
篝
的
な
判
断
を
行
う
丑
高
裁
判
所
判
事
の
域
務
を
通
じ
て
、
日

本
に
お
け
る
法
の
支
配
の
維
持
、
発
展
に
貢
献
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。
こ
れ
ま
で
四
十
年
以
上
に
わ
た
り
、
行
政
官
及
び
外
交
官
と
し
て
菰

ん
で
き
た
経
験
を
活
か
し
、
き
主
ざ
ま
な
声
に
躍
虚
に
耳
を
傾
け
な
が
ら
、

個
別
具
体
の
案
件
に
真
壁
に
取
り
鐘
ん
で
い
き
た
い
と
思
い
き
す
。

魚
心

’最
高
裁
判
所
判
事

い
し
か
ね
き
み
ひ
ろ

石
兼
公
博

昭
和
三
三
年
一
月
四
日
生

｜
丁
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路
瀝

大
阪
府
大
阪
市
生
ま
れ
。
大
阪
軟
育
大
学
附
壊
池
田

小
学
校
、
同
池
田
中
学
校
、
間
商
等
学
校
槌
田
校
舎

を
経
て
、
京
都
大
学
法
学
部
を
卒
業
。
・

閉
和
六
一
年
四
月
司
法
惨
習
生
、

留
和
六
三
年
四
月
判
事
補
任
官
以
後
、
東
京
漣
裁
、
最
高
裁
人
事
局
、

外
務
省
条
約
局
、
外
務
省
捻
合
外
交
政
策
局
国
連
政

策
課
圃
原
平
和
協
力
皇
、
国
瞭
連
合
日
本
政
府
代
表

都
電
大
阪
地
裁
に
勤
務
し
、
判
事
任
官
後
、
最
商
裁

裁
判
所
飼
豪
官
目
最
高
裁
総
務
局
課
髭
、
東
京
商
紋

判
事
、
東
京
地
裁
判
事
、
最
商
裁
秘
書
課
長
兼
広
報

課
長
を
務
め
る
。
、

平
喜
西
年
二
一
月
東
京
地
裁
判
事
塞
部
緯
括
）

平
成
二
五
年
九
月
最
亮
狼
錐
務
局
長

平
成
三
０
年
九
月
水
戸
地
裁
所
長

令
和
元
年
九
月
最
商
鮫
事
務
総
長

令
和
四
年
大
凡
・
東
京
商
裁
長
官

令
和
六
年
九
月
最
高
裁
判
所
判
事

最
高
漣
判
所
に
お
ば
て
関
与
し
た
主
要
な
銭
判

最
高
銭
判
事
就
任
後
日
が
浅
い
た
め
、
特
に
配
す
べ
き
も
の
は
あ
り
ま
ぜ
ん
。

銭
判
官
と
し
て
の
心
構
え

垂
法
と
法
律
に
よ
っ
て
鐘
高
裁
に
与
え
ら
れ
た
権
限
と
貴
任
は
．
非
常
に

重
い
も
の
が
あ
り
き
ず
○
愛
終
審
と
し
て
の
最
高
裁
の
判
断
の
重
み
と
そ
の

判
断
が
国
民
生
活
毎
社
会
経
済
活
對
に
与
え
る
影
等
の
大
き
さ
に
思
い
を
致

し
、
司
法
、
救
判
の
果
た
す
べ
き
役
耐
を
迩
瞭
じ
て
、
、
一
件
一
件
の
事
件
に

戯
実
に
向
き
合
い
、
多
角
的
・
多
面
的
な
視
点
か
ら
考
え
て
譲
諭
す
る
よ
う

心
掛
け
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
室
す
。

こ
れ
ま
で
、
地
方
裁
判
斫
及
び
高
等
裁
判
所
の
裁
判
官
と
し
て
専
ら
民
事

裁
判
を
担
当
し
て
き
室
し
た
ｅ
双
方
当
事
者
の
主
要
に
耳
審
傾
け
、
匪
拠
関

係
を
丁
寧
に
検
討
す
る
こ
と
を
大
事
に
し
、
核
心
と
な
る
争
点
が
ど
こ
に
あ

み
か
、
そ
の
事
案
で
最
も
望
ま
し
い
解
決
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
鰯
み
、
考

え
抜
い
て
決
断
す
る
こ
と
に
奴
判
官
と
し
て
の
や
り
が
い
と
充
実
態
を
悪
じ

て
き
き
し
た
。
簸
商
裁
判
事
に
銃
任
し
て
か
ら
、
ま
だ
日
が
浅
い
た
め
、
関

与
し
た
主
要
な
裁
判
を
掲
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で

の
地
方
裁
羽
所
及
び
高
等
裁
判
所
で
の
仕
事
で
大
事
に
し
て
き
た
や
．
』
と
を
最

南
裁
判
所
の
仕
事
の
中
で
も
貫
い
て
、
個
々
の
裁
判
に
取
り
組
ん
で
跡
き
た

い
と
魁
い
言
す
。

近
醇
は
《
価
値
餌
の
多
様
化
、
僑
報
通
信
技
楕
の
飛
躍
的
な
発
展
と
グ
ロ
ー

バ
ル
化
の
進
展
に
伴
い
、
判
断
の
醸
し
い
事
件
が
姻
え
て
い
る
よ
う
に
思
い

ま
す
。
。
法
劃
度
は
、
我
が
国
に
お
い
て
積
み
亜
ね
ら
れ
て
き
た
生
活
禄
式
に

基
廷
を
有
す
る
も
の
で
す
。
法
の
解
釈
に
当
た
っ
て
は
．
社
会
の
状
況
や
国

民
の
毒
鍾
の
変
化
を
踏
ま
え
つ
つ
、
現
在
に
お
け
る
意
見
の
分
布
や
篭
外
国

の
状
況
と
い
○
た
、
水
平
面
で
の
検
肘
だ
け
で
は
な
く
、
時
岡
の
漣
れ
と
い

ヶ
余
い
わ
ば
歴
鹿
方
回
か
ら
の
位
種
付
け
も
的
砿
に
唾
抵
し
た
上
で
、
考
察
．

判
断
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。
独
善
に
踊
る
こ
と
な
く
、
よ

り
良
い
判
断
を
し
て
い
く
た
め
．
一
届
の
自
己
陶
冶
に
努
め
、
腫
実
を
旨
と

し
て
課
せ
ら
れ
た
責
任
を
果
た
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
＠

最
高
裁
判
所
判
事

な
か
む
ら
ま
こ
と

中
村
愼

昭
和
三
六
年
九
月
一
二
日
生

1
丁 1

備 考

掲載文は、原稿用紙の黒枠内に記載し、又は記録じなければならない。原稿用紙の黒枠上又は

黒枠外に記載し、又は記録した掲載文は、掲載しないものとする。

掲載文に記載し、又は記録する裁判官の氏名は、当該裁判官の本名（当該裁判官に係る戸籍に

記載又は記録がされている氏名をいう｡)又は旧氏(当該裁判官が過去に称していた氏であって、

当該裁判官に係る戸籍又は除かれた戸籍に記載又は記録がされているものをいう｡）及び名に

よらなければならない。

掲載文に記載し、又は記録する裁判官の年齢は、審査の期日現在の満年齢によらなければなら

ない6

掲載文は、原寸大で印刷し、原稿用紙の黒枠の線はそのまま掲載するものとする。

1
I

■

■

５

０

日

■

Ｌ

ｒ

2

3

4

弓 ｢F--+－


